
 

 

 

半田市総合評価競争入札試行要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、半田市が発注する建設工事のうち、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７条の１０の２（第１６７条の

１３において準用する場合を含む。）に規定する価格と価格以外の要素を総合的に

評価して最も有利な者を落札者として決定する方法（以下「総合評価落札方式」と

いう。）による競争入札（以下「総合評価競争入札」という。）の試行について必

要な事項を定める。 

（対象工事） 

第２条 総合評価落札方式の試行対象は、一般競争入札（半田市制限付き一般競争入

札実施要綱に規定する制限付き一般競争入札を含む。以下同じ。）及び指名競争入

札に付する建設工事の中から市長が決定するものとする。 

（入札参加資格） 

第３条 総合評価競争入札における入札参加資格には、必要な事項のほか公共工事の

品質確保の促進に関する法律（平成１７年法律第１８号）第１１条に規定する競争

参加者の技術的能力の審査が適正に行われるように、当該入札に参加しようとする

者についての工事の経験、施工実績の評価、当該工事に配置が予定される技術者の

工事経験その他の技術的能力（以下「技術的能力」という。）に関する要件が満た

されていなければならない。 

（技術提案の記載） 

第４条 入札参加者は、総合評価競争入札において技術提案がある場合は、一般競争

入札にあっては入札参加資格確認申請書に、指名競争入札にあっては技術資料に提

案内容を記載するものとする。 

（技術提案の審査） 

第５条 前条の規定により提出された技術提案のうち、施工計画提案がある場合の審

査は、愛知県建設部総合評価審査委員会（以下「委員会」という。）において行う

ものとする。 

２ 前項の場合、委員会の評価意見をもとに、半田市指名審査会（以下「審査会」と



 

 

いう。）において評価を決定するものとする。 

（技術的能力の審査結果の通知） 

第６条 市長は、技術的能力の審査の結果、入札に参加させることが適当と認めたと

きは、一般競争入札においては入札参加資格確認通知により、指名競争入札におい

ては指名通知により入札参加者に通知をするものとする。 

２ 市長は、技術的能力の審査の結果、入札に参加させることが適当でないと認めた

ときは、その理由を入札参加資格審査結果通知書（様式第１）により入札参加者に

通知するものとする。 

（技術的能力の審査結果に対する説明等） 

第７条 前条第２項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受け取った日から５日

（当該日数の算定にあたっては、半田市の休日を定める条例（平成元年半田市条例

第２９号）第１条第１項各号に規定する半田市の休日を除く。次項において同じ。）

以内に市長に対し、書面により説明を求めることができるものとする。 

２ 市長は、前項の規定に基づき説明を求められた場合は、前項の書面を受理した日

から５日以内に入札参加無資格理由書（様式第２）により回答するものとする。 

（落札者決定基準） 

第８条 政令第１６７条の１０の２第３項に規定する落札者決定基準として、評価基

準、評価の方法、落札者決定の方法その他の基準を定めるものとする。 

２ 政令第１６７条の１０の２第４項に規定する学識経験者からの意見聴取は、委員

会において行うものとする。 

３ 落札者決定基準は、委員会での意見を聴取したうえで、審査会において決定する

ものとする。 

（評価基準） 

第９条 評価基準は、次の評価項目及び得点配分により行うものとする。 

⑴ 評価項目は、施行計画に関する事項、企業の技術力に関する事項、配置予定技

術者の能力に関する事項、地域精通度及び地域貢献度とする。 

⑵ 得点配分は、技術的能力の要件を満たしている場合に標準点を与え、さらに技

術提案等の審査、評価により加算し、その合計点を評価点とする。各評価項目につ

いての得点配分は、その必要度及び重要度に応じて別途定めるものとする。 



 

 

（評価の方法） 

第１０条 評価の方法は、次の式により算定するものとする。 

評価値＝（（標準点＋加算点）／標準点）÷（入札価格／予定価格） 

なお、入札価格が基準価格以下の場合は基準価格を代入する。 

（落札者決定の方法） 

第１１条 落札者は、入札価格が予定価格の制限の範囲内にある者のうち、評価値の

最も高い者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、落札者となるべき者の当該入札による価格によっては、

その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、

又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあ

って著しく不適当であると認めたときは、その者を落札者とせず、入札をした他の

者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることができる。 

３ 前項の落札者の決定において、総合評価値の最も高い者が２者以上あるときは、

当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 

４ 政令第１６７条の１０の２第５項に規定する学識経験者からの意見聴取は、委員

会において行うものとする。 

（落札者の公表等） 

第１２条 市長は、前条の規定により落札者を決定したときは、当該入札に参加した

者に落札者及び評価値等の評価結果を通知するとともにこれを公表するものとする。 

（その他） 

第１３条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 

附 則 

 この要綱は、平成２０年８月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１１日から施行する。 

 

 



 

 

様式第１（第６条関係） 

  年  月  日 

 

入 札 参 加 資 格 審 査 結 果 通 知 書 

 

          殿 

 

                  半田市長           印 

 

 下記工事に係る入札参加資格について審査した結果、不適格となりましたの

で通知します。 

 

記 

  

１ 対象工事 

(1) 工事名 

 

 

(2) 路線等の名称 

 

 

 (3) 工事場所 

 

 

２ 不適格とした理由 

 

 

 

 



 

 

様式第２（第７条関係） 

  年  月  日 

 

 

入 札 参 加 無 資 格 理 由 書  

 

        殿 

 

半田市長           印 

 

   年  月  日付けで説明を求められた下記工事に係る入札参加資がな

い理由は、次のとおりです。 

記 

１ 対象工事 

(1) 工事名 

 

 

(2) 路線等の名称 

 

 

 (3) 工事場所 

 

 

２ 理由の説明 

 

 

 


